
三重県踏切道改良協議会 

合同会議規約 

 

（目的） 

第１条 三重県踏切道改良協議会合同会議（以下「合同会議」という。）は、踏切道改

良促進法（昭和３６年法律第１９５号。以下「法」という。）第１６条の規定に基づ

き、三重県の踏切道及び地方踏切道改良協議会（以下「協議会」という。）の踏切道

を対象に合同で協議することにより、法第４条に規定する地方踏切道改良計画の作成

及び実施、法第１４条に規定する地方踏切道災害時管理方法その他三重県内の踏切道

における踏切対策を円滑に進めるために設置する。 

 

（協議事項等） 

第２条 合同会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。 

（１）地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議 

（２）法第１２条の規定による評価を実施するに当たっての構成員からの意見聴取 

（３）地方踏切道災害時管理方法の作成及び実施に関し必要な協議 

（４）法第６条に規定する国踏切道改良計画の作成又は法第１５条に規定する国踏切

道災害時管理方法の決定に当たっての鉄道事業者からの意見聴取 

（ただし、（１）及び（３）の対象となる踏切道に係る鉄道事業者と当該国踏切

道改良計画又は国踏切道災害時管理方法の対象となる踏切道に係る鉄道事業者が

同一の場合に限る。） 

（５）[未指定の踏切道の場合]法第３条又は法第１３条の規定による踏切道の指定に向

けて必要な協議 

（６）前５号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

 

（合同会議の組織） 

第３条 合同会議は、別表に掲げる協議会（以下「各協議会」という。）の踏切道及び

別表に掲げる踏切道（以下「各踏切道」という。）を対象に、合同で会議を開催す

る。 

２ 合同会議に、議長及び副議長を置く。 

３ 原則、議長は、国土交通省中部地方整備局長とし、副議長は、国土交通省中部運輸局

長とする。 

４ 議長及び副議長は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任する

ことができる。 

５ 合同会議の議長及び副議長以外の構成員は、各協議会の構成員のほか、必要と認

められる者を参加させることができる。 

 

（踏切道改良検討会） 

第４条 合同会議は、未指定の緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）等に関し

て指定に向けた具体的検討を行うため三重県踏切道改良検討会を設置する。 

２ 踏切道改良検討会に係る規約は別に定める。 



（合同会議の開催） 

第５条 合同会議は、議長が自ら、又は、各協議会の議長の求めに応じて招集する。  

２ 合同会議は、地域特性や協議内容、案件数等を鑑み、分割することができる。 

３ 合同会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより地方踏切道改良

計画の作成及び実施又は国踏切道改良計画の作成等に支障が生じると認められる

ものについては、非公開で行うことができる。 

 

（代理の選任） 

第６条 構成員は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任することが

できる。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第７条 合同会議において、協議が調った事項については、合同会議の構成員は、その

協議の結果を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第８条 合同会議事務局は、中部地方整備局道路部地域道路課、中部運輸局鉄道部技

術・防災課及び三重県県土整備部道路建設課・道路管理課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、合同会議の事務の運営上必要な事項は、別に会

議で定めるものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は令和５年２月１日から施行する。 

最終改正：令和７年２月２８日改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 ※改良すべき踏切道関係 
協議会名 

又は踏切道名 

踏切道の 

指定年月日 

道路管理者 鉄道事業者 

津新町・津新町第 1号踏

切改良協議会 

平成 29 年 1 月 27 日 

【(BN)】 

三重県知事 近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役社長 

東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

員弁街道・益生第 1号踏

切改良協議会 

平成 29 年 1 月 27 日 三重県知事 近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役社長 

東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

第二算所踏切改良協議会 令和 4年 12 月 16 日 三重県知事 東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

桃園第 10号踏切改良協議

会 

令和 6年 1 月 18 日 三重県知事 近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役社長 

津新町・津新町第 1号踏

切改良協議会 

令和 6年 1 月 18 日 

【（地域課題）】 

令和 7年 1月 15 日 

【（高齢者対策）】 

三重県知事 近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役社長 

東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

一般社団法人養老線管理機構 

代表理事 

中央踏切改良協議会 令和 6年 1 月 18 日 三重県知事 東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

八丁畷・桑名第 1 号踏切

改良協議会 

令和 6年 1 月 18 日 桑名市長 近畿日本鉄道株式会社 

代表取締役社長 

東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

畑踏切改良協議会 令和 6年 1 月 18 日 御浜町長 東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

一本松踏切改良協議会 令和 6年 1 月 18 日 御浜町長 東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

黒野第四踏切改良協議会 令和 7年 1月 15 日 松阪市長 東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 ※災害時の管理の方法を定めるべき踏切 

協議会名 
又は踏切道名 

踏切道の 
指定年月日 

道路管理
者 

鉄道事業者 

北浜踏切道 令和 3年 6月 30 日 三重県知事 東海旅客鉄道株式会社 
代表取締役社長 
日本貨物鉄道株式会社 
代表取締役社長 

桃園第 10号踏切道 令和 3年 6月 30 日 三重県知事 近畿日本鉄道株式会社 
代表取締役社長 

美濃松山第 7 号踏切道 令和 3年 6月 30 日 桑名市長 養老鉄道株式会社 
代表取締役社長 

下野代第 11 号踏切道 令和 4年 7月 29 日 桑名市長 養老鉄道株式会社 
代表取締役社長 

穴太第 7 号踏切道 令和 4年 7月 29 日 三重県知事 三岐鉄道株式会社 
代表取締役社長 

南日永第 6号踏切道 令和 4年 7月 29 日 三重県知事 四日市あすなろう鉄道株式会社 
代表取締役社長 

保々2号踏切道 令和 5年 8月 23 日 四日市市長 三岐鉄道株式会社 
代表取締役社長 

日永第 4 号踏切道 令和 5年 8月 23 日 四日市市長 四日市あすなろう鉄道株式会社 
代表取締役社長 

白子街道踏切道 令和 5年 8月 23 日 三重県知事 日本貨物鉄道株式会社 
代表取締役社長 

塩浜第 3 号、日永街道踏
切道 

令和 5年 8月 23 日 三重県知事 近畿日本鉄道株式会社 
代表取締役社長 
日本貨物鉄道株式会社 
代表取締役社長 

東藤原 4 号踏切道 令和 5年 8月 23 日 いなべ市長 三岐鉄道株式会社 
代表取締役社長 

新居第 9 号踏切道 令和 5年 8月 23 日 三重県知事 伊賀市長 
 

上野市第 1号踏切道 令和 5年 8月 23 日 伊賀市長 伊賀市長 
 

茅町第 1 号踏切道 令和 5年 8月 23 日 三重県知事 
 

伊賀市長 
 

新居第 8 号踏切道 令和 5年 8月 23 日 伊賀市長 伊賀市長 
 

 


